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令和６年１２月２日より

健康保険証がマイナンバーカードへ！

現行の健康保険証の発行については、令和６年１２月２日より終了し、マイナンバーカ

ードでの保険証利用を基本とする仕組みに移行します。

※令和６年１２月２日時点で有効な健康保険証は、最大１年間有効とする経過措置が設け

られています。（経過措置期間中に発行済保険証の有効期間が到来した場合や、転職・転

居などで保険者の異動が生じた場合は失効します。）

※マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」の送付を予定しています。

まだマイナ保険証をお持ちでない方は、ぜひ、マイナンバーカードの

取得、マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行って下さい。
マイナンバーカード

保険証利用について

新 津 地 域 向 け 会 報 誌

「にいつホットステーション新年号」に

"紙 上 名 刺 "を 掲 載 し ま せ ん か ？

毎月当所が発行している会報紙「にいつホットステーション」は新津地域向けに新聞折

込にて配布しており、その配布区域は旧新津市、小須戸地区、矢代田地区、江南区嘉瀬の

およそ１６，２７０世帯に及びます。毎年１月に発行する会報誌は「新年号」とし、紙上

名刺（ミニ広告）の掲載コーナーを設けております。新年のご挨拶の機会に是非ご活用く

ださい！

◆ 発 行 日 令和７年１月１日（水）

◆ 配 布 日 令和７年１月３日（金）※予定

◆ 掲 載 料 ２，０００円

◆ 掲載サイズ 縦４．０ × 横３．０ｃｍ

◆ 申 込 締 切 令和６年１１月１５日（金）

◆ 申 込 方 法 申込書をご記入のうえ、当所までお申し込み下さい。

（メール：n-cci@fsinet.or.jp ／ ＦＡＸ：0250-25-2332）

申込書(PDF) 昨年の掲載内容(PDF)
＜担当：近藤・甲田＞

新潟県最低賃金の改定に係る各種助成金について

新潟県最低賃金額は令和６年１０月１日から時間額９８５円となります。

最低賃金引き上げに向けた生産性向上等への支援に関わる業務改善助成金や

キャリアアップ助成金、働き方改革推進支援センターの無料相談制度が設けら

れておりますので、ご相談ください。
賃金引き上げ
特設ページ

「業務改善助成金」とは

事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）を３０円以上引き上げ、生産

性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の

一部を助成する制度です。 厚生労働省ＨＰ
｢業務改善助成金｣

設備投資等の計画
事業場内最低賃金

機械設備導入、コンサルティング、
業務改善助成金を支給

の引き上げ計画
人材育成・教育訓練など

（最大６００万円）
計画の承認

と実施

「キャリアアップ助成金」とは

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、非正規雇用労働者の

企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施

した事業主に対して助成する制度です。 厚生労働省ＨＰ
｢キャリアアップ助成金｣

お問い合わせ・ご相談先

●「業務改善助成金」に関するご相談

新 潟 労 働 局 雇 用 環 境 ･ 均 等 室 ＴＥＬ：０２５－２８８－３５２８

●「キャリアアップ助成金」に関するご相談

新潟労働局 職業対策課 助成金センター ＴＥＬ：０２５－２７８－７１８１

●「働き方改革推進支援センターの無料相談」に関するお問い合わせ

新潟働き方改革推進支援センター ＴＥＬ：０１２０－００９－２２９

●「最低賃金」に関するお問い合わせ

新潟労働局 労働基準部 賃金室 ＴＥＬ：０２５－２８８－３５０４

中小企業倒産防止共済【経営セーフティ共済】

改 正 の お 知 ら せ
経営セーフティ共済は取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合に貸付

が受けられる共済制度です。掛金月額は５千円～２０万円までの範囲（５千円刻み）で掛金総

額８００万円まで積み立てられます。掛金は、法人の場合は損金、個人事業主の場合は必要経

費に算入できます。

令和６年１０月からの改正では、共済契約の解除があった後、同じ共済契約を締結した場合

には、その解除日から以後２年を経過する日までの間に支出する掛金については損金（個人事

業主の場合は必要経費）に算入できなくなりました。

詳しくは独立行政法人中小企業基盤整備機構ホームページ

または、当所までご連絡ください。

＜担当：新津商工会議所（栁・甲田）＞
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経営改善貸付（マル経融資）

（賃上げ貸付利率特例制度あり ※利下げ）

制 度 名 融資限度額 使途（返済期間） 利 率 等

経営改善貸付
２，０００万円

運転（７年以内） １．３５％ ※１０/１現在

（マル経融資） 設備（１０年以内） 特例:上記利率-0.5%(2年間)

マル経融資は、商工会議所の経営指導員による経営指導を受けた小規模事業者に対して

商工会議所会頭が推薦し、日本政策金融公庫が無担保・無保証人で融資を行う制度です。

【推薦要件】

①原則として６ヶ月以上、商工会議所の経営指導を受けている方

②最近１年以上、新潟市秋葉区（新津地域）内で事業を営んでいる方

③常時使用する従業員が商業･飲食業･サービス業では５人以下（宿泊業及び娯楽業は２０人

以下）、製造業･その他業種では２０人以下の法人･個人事業主

④所得税、法人税等の納期到来分の税金を完納されている方

⑤日本政策金融公庫国民生活事業の融資対象業種を営んでいる方

【特例：賃上げ貸付利率特例制度の対象者について】

創業後３ヶ月以上の事業者であって、雇用者給与等支給額の総額が最近の

決算期と比較して２．５％以上増加する見込みがある事業者に限ります。

～制度のご利用については、お気軽にご相談下さい！～

＜担当：経営指導員（近藤・栁・榎）＞

資金繰り円滑化相談会（毎月定例開催）

中小企業者の事業の円滑な資金調達を支援するため、新津商工会議所を会場に次の定例

相談会を毎月開催しています。当所経営指導員までご予約をお願いいたします。

□ 新潟県信用保証協会定例相談会（原則毎月第１火曜日１０：００～）

・１１月 ５日（火） ・１２月 ３日（火）

□ 日本政策金融公庫定例相談会 （原則毎月第２火曜日１０：００～）

・１１月１２日（火） ・１２月１０日（火）

＜担当：経営指導員（近藤・栁・榎）＞

【２０２５大阪・関西万博】

チケットの種類と購入方法について
大阪・関西万博は令和７年４月１３日（日）から令和７年１０月１３日（月）の６ヶ月間開

催されます。現在、各種の前売り電子チケットが下表の通り販売されています。

※「超早割一日券」は令和６年１０月６日（日）に販売終了いたしました。

※お問い合わせ先は、全般・電子チケット等の種別ごとに異なりますので、万博公式ホームペ

ージを参照下さい。

※当所では万博公式ポスター(Ｂ２版)を１００枚ほど取り寄せました。事業所や店舗等に掲示

可能な場合はお手数ですが会議所窓口までお越し下さい。無くなり次第、配布を終了させて

いただきます。

大阪・関西万博 Ｘ
Facebook Instagram YouTube

公式Ｗｅｂサイト （旧Twitter）


